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小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業 

（うち、地方公共団体向け） 

 平成 23年度公募要領（第２次公募） 

平成２３年６月 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

 

環境省では、平成２３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体）

により、小規模地方公共団体（※）対策技術率先導入補助事業を行うこととしていま

す。 

本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体）交付要綱（以下「交付要綱」とい

う。）及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体）実施要領（以下

「実施要領」という。）の規定によるほか、この公募要領に記載するとおりですので、

応募される方は、公募要領等を熟読いただくようお願いいたします。 

なお、補助事業として選定された場合には、交付要綱及び実施要領に従って申請手

続き等を行っていただくことになります。 

 

※ 小規模地方公共団体とは都道府県、政令指定都市、中核市、特例市及びこれらが

加入する特別地方公共団体以外の地方公共団体です。 
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公募要領目次(小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業) 

 

１． 事業の目的と性格 

２． 公募する事業の対象 

３． 補助事業の年数 

４． 補助対象事業 

５． 補助対象事業の選定 

６． 要望書作成に当たっての留意事項 

７． 応募の方法について 

  

○補助事業における留意事項（必ずお読みください。） 

１． 基本的な事項について 

２． 補助金の交付について 

３． 補助金の経理等について 

 

○補助事業における利益等排除について 
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小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事業について 

                   ［平成２３年度予算額：３５０百万円］ 

 

１．事業の目的と性格 

 

○地方公共団体が先進的な低炭素技術を導入し、先行事例を示すための事業です。 

・小規模地方公共団体が所有する業務用施設に、地球温暖化対策の推進に関する法

律（平成１０年法律第１１７号。以下「温対法」という。）第２０条の３の規定に

基づき策定した地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画（新規策定又は改定

後３年以内の実行計画に限る。以下「実行計画」という。）に従い、二酸化炭素排

出量を削減するための再生可能エネルギー・省エネルギー技術を率先的に導入する

取組に対して、設備費等の必要な費用の一部を補助する事業です。 

小規模地方公共団体による先進的かつ模範的な先行事例を示すことで、業務部門

における温暖化対策の効果的な波及を促進することを目的とします。 

 

○事業の実施による二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。 

 ・上記目的から、本事業においては、二酸化炭素の排出量が確実に削減されること

が重要です。そのため、申請時においては二酸化炭素の削減について算出課程も含

む削減量の根拠を明示していただきます。また、事業完了後は削減量の実績を報告

していただくこととなります。 

 

○本補助金の執行は、法律及び要綱等の規定により適正に行っていただく必要があり

ます。 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。

以下「補助金適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律施行令（昭和３０年政令第２５５号、以下「適化法施行令」という。）の規定

によるほか、この補助金の交付要綱及び実施要領に定めるところに従い実施してい

ただきます。万が一、これら規定が守られず、地方環境事務所長の指示に従わない

場合には、交付要綱の規定に基づき交付決定の取消を行うこともあります。また、

事業終了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、

補助金返還などの措置を講じることがありますので、制度について十分ご理解いた

だいた後、応募してください。（詳細はＰ８「補助事業における留意事項等について」

をご確認ください。） 

 

・事業開始は、交付決定日以降となります。 

・事業完了後も、事業報告書（二酸化炭素削減量の把握等）の提出や適正な財産管 

理、補助事業の表示などが必要です。 

・補助事業で整備した財産を処分（目的外使用、譲渡等）しようとする場合は、あ

らかじめ地方環境事務所長に申請を行い、承認を受ける必要があります。 
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・これらの義務が十分果たされないときは、当省より改善のための指導を行うとと

もに、事態の重大なものについては交付決定の取消や補助金返還の措置を講じる

こともあります。 

 

 

２．公募する事業の対象 

「温対法」第２０条の３に規定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計

画を策定している小規模地方公共団体において、二酸化炭素排出量削減を実現す

るため、実行計画に従って先進的な低炭素技術を率先的に導入し、高い水準で二

酸化炭素削減を実現する対策モデルを提示する事業を対象とします。 

 

３．補助事業の年数 

原則として単年度とします。 

（平成２４年３月３０日までに終了する必要があります。） 

 

４．補助対象事業 

補助の対象となる事業は、小規模地方公共団体が「温対法」第２０条の３に規

定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画に基づき、先進的な再生可

能エネルギー・省エネルギーに係る施設・設備を整備する事業であって、下表の

左欄の対象施設・設備の区分ごとに右欄の条件を満たすものであることが必要で

す。 

 

対象施設・設備 対象の条件 

（１）再生可能エネルギー設備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．太陽光発電 

 

定格出力50kW以上若しくは複数地点の合計で50kW

以上（窓等へ設置用のものであって、光透過機能をも

ち、発電機構を有するものについては、定格出力10k

W以上）の太陽電池であって、以下の全ての要件を満

たすもの。 

（ア）ＪＥＴ認証を受けた機器又はそれに準拠す

ると認められた機器であって、電気的な安全性が

システムとして担保されているもの。  

（イ）風雨に対し建物への影響に対する安全対策

が施されているもの。  

イ．太陽熱利用冷暖房シス 

テム 

有効集熱面積10㎡以上であって、太陽熱を利用して冷

暖房を行うシステムであるもの。 

ウ．小水力発電 

 

発電以外の用途に供される工作物に設置される定格

出力1,000kW以下であること。 
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対象施設・設備 対象の条件 

エ．バイオマス熱利用 

（燃料利用を含む） 

導入時点において以下の全ての要件を満たすもの。 

（ア）ライフサイクルCO2削減率が50％以上であるも

の。 

（イ）バイオマス利用率が80％（低位発熱量）以上で

あること。 

オ．太陽光利用照明システ 

ム 

太陽光を屋根面等で動力を用いず集光し、屋内の照明

用途に利用するシステムであって、以下の全ての要件

を満たすもの。 

（ア）太陽光を高反射の筒型により屋内に導き。照明

用途に利用できること。 

（イ）筒型反射面の反射率は90％以上であること。（J

IS Z 8741:1997に基づく測定による数値） 

（ウ）室内採光部は、光を広範囲に拡散させるカバー

を設置すること。 

（エ）風雨に対し建物への影響に対する安全対策が施

されていること。 

（オ）建設基準法の関連法規や、地方公共団体が制定

している条例を遵守していること。 

カ．温泉発電設備 本事業では、温泉の熱を用いて発電を行う設備を設置

する事業であり、以下の全ての要件を満たすもの。 

（ア）全部又は一部が浴用に供されている温泉の全部

又は一部の水・蒸気を熱源流体として用いるものであ

ること。 

（イ）温泉施設においては、温泉法（昭和２３年法律

第１２５号。以下「法」という。）第１５条の規定に

よる温泉の利用許可を受けたものであること。ただ

し、法第１５条の適用を受けない施設においては、こ

の限りではない。 

（ウ）利用する温泉は、平成２３年４月１日時点にお

いて現にゆう出しているものであり、かつ、法第１４

条の２の規定による温泉の採取許可を受け、又は法第

１４条の５の規定による可燃性天然ガスの濃度の確

認を受けて採取されているものであること。 

（エ）発電機や周辺設備に用いられている熱媒体が漏

洩しないための措置がとられていること。 

キ．その他の再生可能エネ 

ルギー設備 

アからカに掲げる設備と同等以上の効果を有する設

備であって複数又は一つの施設において、CO2削減率 
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対象施設・設備 対象の条件 

 10％以上かつCO2削減費用が1万円以下であるもの。 

（２）省エネルギー等設備  

 ア．地中熱利用 ヒートポンプの加熱能力が50kW以上であるもの。 

イ．燃料電池 

 

発電出力が1kW級以上で、かつ、発電効率が30％以上

（低位発熱量基準）であるもの。 

ウ．その他の省エネルギー 

設備 

以下の全ての要件を満たすもの。 

（ア）庁舎等の建物全体の省エネルギーを図るもの又

は新規性の高い省エネルギー設備であって一斉導入

するもの。 

（イ）CO2削減率が10％以上かつCO2削減費用が１万

円以下であるもの。 

  備考 

①「ライフサイクル CO2 削減率」とは、バイオマス原料の製造・採取から輸送・使

用・廃棄等に至るまでのライフサイクル全体での化石燃料由来 CO2 削減率とする。 

②「バイオマス利用率」とは、全燃料の低位発熱量に対するバイオマスの低位発熱量

の割合とする。 

③「CO2削減率」とは、従来システムによる年間 CO2排出量に対する年間 CO2削減

量の割合とする。 

④「CO2 削減費用」とは、補助金額を設備の法定耐用年数を通じた CO2 の総削減量

で除した値とする。 

⑤（２）－ウは、ＥＳＣＯ事業（ギャランティード・セービングス・エスコ）などの

複数の設備を導入し事業全体で要件を満たしているものも対象となる。 

⑥ 対象施設・設備については、①又は②のどちらか１つを導入すれば補助対象とな

る。 

 

５．補助対象事業の選定 

応募者より提出された実施計画書等をもとに、主に以下の観点から優れているも

のについて予算の範囲内で内示します。内示が出たものについて、交付要綱に基づ

き交付申請書を提出していただきます。交付申請書を厳正に審査し、適正と認めら

れた場合、交付決定となります。 

①CO2削減量や削減率、削減量当たりの費用の点で効果が高いこと。 

②整備する施設・設備について、先進性や普及率の向上が見込まれる等他への波

及効果が高いと認められ、また当該施設・設備を導入することにより地域住民

等に対する地球温暖化対策の広範な普及啓発に資するものであること。 

③東北電力又は東京電力が電力を供給する区域における事業、その他全国の先進

的なモデル事業であること。 
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６．要望書作成に当たっての留意事項 

(1)補助対象経費について 

事業費の積算にあっては、根拠となる見積書や設計書などの金額から適正かつ
正確に積算を行うこととし、要望書提出の際は必ずこれらの根拠資料を揃えて提
出すること。 

 

(2)交付額 

対象経費に１／２を乗じた額を上限とします。 

交付要綱の規定により、交付額が６００万円に満たない場合は交付決定を行わな

いこととしておりますのでご注意ください。 

 

(3)維持管理 

導入した設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が行われるものである

こと。 

 

(4)二酸化炭素の削減量など事業効果の把握 

「事業の効果」欄において、当該事業による二酸化炭素排出量の削減見込量及び、

費用対効果(補助要望額/(CO2削減量×法定耐用年数))、地域住民等への普及啓発方

法及び波及効果について事前に計算・評価等を行い、その内容(計算書等)を添付す

ること。 

また、事業の実施による二酸化炭素の削減量の把握方法について「事業の効果」

欄に記載すること。 

地方環境事務所長の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供する

こと。 

なお、「バイオマス熱利用機器」においては、別途必要に応じて使用燃料の購入

場所や、ライフサイクル温室効果ガス削減率、及びその算出方法を確認させていた

だくことがありますので、ご承知おきください。 

 

(5)事業報告書及び評価報告書について 

  補助事業者は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度末まで、及びそ

の後の３年間の期間について、事業の概要及び事業による温室効果ガスの削減量、

事業による効果、影響等を毎年とりまとめた事業報告書を作成し、当該年度の翌年

度の４月末までに地方環境事務所長に提出するものとします。 
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７．応募の方法について 

 （１） 提出書類  要望書（別紙１及び別紙１の添付資料①②③）  

 （２） 提出期限   

平成２３年６月１５日（水）～平成２３年７月１５日（金）必着 

                    ＊郵送又は持参にて提出をお願いします。  

 （３） 提 出 先   各地方環境事務所環境対策課  

 （４） 提出部数   １部 

 （５） 要望内容のヒアリング時期及び場所  

   時期：要望書が提出された後、必要に応じ順次実施  

     場所：各地方環境事務所  

 （６） 内示   8月上旪（予定） 

（７） 留意事項  

ヒアリングは、要望書が提出された自治体から順次行います。要望書記

載の希望日時をもとに、各地方環境事務所担当者から日程のご連絡を差し

上げます。 
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○補助事業における留意事項等について 

 

１．基本的な事項について 

 本補助金の交付については、エネルギー対策特別会計の予算の範囲内で交付するも

のとし、「適化法」「適化法施行令」の規定によるほか、この補助金の交付要綱及び

実施要領に定めるところによることとします。万が一、これら規定が守られない場合

には、事業の中止、補助金返還などの措置がとられることがありますので、制度につ

いて十分ご理解いただいた後、応募してください。 

 

２．補助金の交付について 

（１）交付申請 

 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきま

す（申請手続等は交付要綱を参照願います。）。その際、補助金の対象となる費用は、

当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。 

 

（２）交付決定 

 地方環境事務所長は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意し

つつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行いま

す。 

・申請に係る補助事業の全体計画（資金調達計画、工事計画等）が整っており、

準備が確実に行われていること。 

・補助対象経費には、国からの他の補助金（※）の対象経費を含まないこと。 

※ 補助金の他、負担金、利子補給、給付金（「適化法」第２条第４項第１号

に掲げるもの）及び資金（同項第２号に掲げるもの）を含む。 

 

（３）事業の開始 

 補助事業者は地方環境事務所長からの交付決定を受けた後に、事業開始することが

原則となります。 

 補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただき

たい主な点（原則）を以下に記します。 

・契約・発注日は地方環境事務所長の交付決定日以降であること。 

・補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働く

ような手続きによって相手先を決定すること。 

・当該年度に行われた委託等に対して当該年度中に対価の支払い及び精算が行

われること。 

 

（４）その他 

 補助対象経費の詳細は別紙の内容を予定しています。また、上記の他、必要な事項

は交付要綱に定めますので、これを参照してください。 
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３．補助金の経理等について 

（１）補助金の経理等について 

 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分

して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。 

 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、

いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。 

 

（２）実績報告及び書類審査等 

 当該年度の補助事業が完了した場合は、事業完了後３０日以内あるいは翌年度４月

１０日のいずれか早い日までに実績報告書を地方環境事務所長宛て提出していただ

きます。なお、事業完了とは、事業により導入した設備が補助事業者に引き渡された

日となります。実績報告書提出後に支払い及び精算が行われた場合には、証拠書類を

入手次第、提出ください。 

 地方環境事務所長は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要

に応じて現地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。 

 

（３）補助金の支払い 

 補助事業者は、地方環境事務所長から確定通知を受けた後、精算払い請求書を提出

していただきます。その後、地方環境事務所長から補助金を支払います。ただし､必

要と認められる場合には上記の方法によらないで、交付決定した補助金の一部につい

て補助事業の期間中に概算払いをすることができます。 

 

（４）取得財産の管理について 

 補助事業の実施により取得した財産（取得財産等）については取得財産管理台帳を

整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分（補助金の交付の目

的（補助金交付申請書及び補助金所要額内訳に記載された補助事業の目的及び内容）

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう）しよう

とするときは、あらかじめ地方環境事務所長の承認を受ける必要があります。なお、

補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事

業である旨を明示しなければなりません。 

 

（５）その他 

 上記の他、必要な事項は交付要綱に定めますので、これを参照してください。 
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別紙 

１ 区 分 ２ 費 目 ３ 細 目 ４ 内 容 

設計費 

 

 

 

工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計費 

 

 

 

本工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計費 

監理費 

 

(直接工事費) 

材料費 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(間接工事費) 

共通仮設費 

 

 

 

基本設計、実施設計に要する費用 

工事監理に要する費用 

 

 

 事業を行うために直接必要な材料の購入

費をいい、これに要する運搬費、保管料を

含むものとする。この材料単価は、建設物

価（建設物価調査会編）、積算資料（経済

調査会編）等を参考のうえ、事業の実施の

時期、地域の実態及び他事業との関連を考

慮して事業実施可能な単価とし、根拠とな

る資料を添付すること。 

 

 本工事に直接必要な労務者に対する賃金

等の人件費をいう。この労務単価は、毎年

度農林水産、国土交通の２省が協議して決

定した「公共工事設計労務単価表」を準用

し、事業の実施の時期、地域の実態及び他

事業との関連を考慮して、事業実施可能な

単価とし、根拠となる資料を添付すること

。 

  

事業を行うために直接必要とする経費で

あり、次の費用をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特

許の使用料及び派出する技術者等に要する

費用）、②水道、光熱、電力料（事業を行

うために必要な電力電灯使用料及び用水使

用料）、③機械経費（事業を行うために必

要な機械の使用に要する経費（材料費、労

務費を除く。） 

 

 

 次の費用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等

の運搬、移動に要する費用、②準備、後片

付け整地等に要する費用、③機械の設置撤
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事務費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付帯工事費 

 

 

 

 

機械器具費 

 

 

 

 

測量及試験

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務費 

 

 

 

 

 

 

 

現場管理費 

 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去及び仮道布設現道補修等に要する費用、 

④技術管理に要する費用、 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な

現場経費であって、労務管理費、水道光熱

費、消耗品費、通信交通費その他に要する

費用をいい、類似の事業を参考に決定する

。 

 

 請負業者が事業を行うために直接必要な

法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通

信交通費をいい、類似の事業を参考に決定

する。 

 

 本工事費に付随する直接必要な工事に要

する必要最小限度の範囲で、経費の算定方

法は本工事費に準じて算定すること。 

 

 

 事業を行うために直接必要な建築用、小

運搬用その他工事用機械器具の購入、借料

、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要

する経費をいう。 

 

 事業を行うために直接必要な調査、測量

及び試験に要する経費をいう。また、補助

事業者が直接、調査、測量及び試験を行う

場合においてこれに要する材料費、労務費

、労務者保険料等の費用をいい、請負又は

委託により調査、測量及び試験を施工する

場合においては請負費又は委託料の費用を

いう。 

  

 

 事業を行うために直接必要な事務に要す

る共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、

委託料、使用料及賃借料及び備品購入費を

いう。 
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 事務費は、設計費及び工事費の金額に対

し、次の表の区分毎に定められた率を乗じ

て得られた額の合計額の範囲内とする。 

    

 

 

  号              区       分      率  

 

１ 

 

5,000万円以下の金額に対して 

 

   ６．５％ 

 

２ 

 

5,000万円を超え１億円以下の金額に対して 

 

   ５．５％ 

 

３ 

 

１億円を超える金額に対して 

 

   ４．５％ 

   

 

 


